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理
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衆
議
院
議
員
篠
原
�
君
提
出
学
校
法
人
森
友
学
園
へ
の
国
有
財
産
の
売
却
に
係
る
行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
起
算
日
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
篠
原
�
君
提
出
学
校
法
人
森
友
学
園
へ
の
国
有
財
産
の
売
却
に
係
る
行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
起
算
日
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
学
校
法
人
森
友
学
園
へ
の
国
有
財
産
の
売
却
に
係
る
一
連
の
行
政
文
書
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
定
か
で
な
い

た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第

五
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
行
政
機
関
の
職
員
が
行
政
文
書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
行
政
機
関
の
長
は
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
行
政
文
書
に
つ
い
て
分
類
し
、
名
称
を
付
す
る
と
と
も
に
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期

間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
、
「
法
第
五
条
第
一
項
の
保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
行
政
文

書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
日
（
以
下
「
文
書
作
成
取
得
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
と
す

る
。
た
だ
し
、
文
書
作
成
取
得
日
か
ら
一
年
以
内
の
日
で
あ
っ
て
四
月
一
日
以
外
の
日
を
起
算
日
と
す
る
こ
と
が
行
政
文
書

の
適
切
な
管
理
に
資
す
る
と
行
政
機
関
の
長
が
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
日
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
を
受
け
、
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
に
お

一



い
て
も
、
「
一－

（
一
）
の
保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
行
政
文
書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
日
（
以
下
「
文
書
作
成
取
得

日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
文
書
作
成
取
得
日
か
ら
一
年
以
内
の
日
で
あ

っ
て
四
月
一
日
以
外
の
日
を
起
算
日
と
す
る
こ
と
が
行
政
文
書
の
適
切
な
管
理
に
資
す
る
と
文
書
管
理
者
が
認
め
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
日
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
財
務
省
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
訓
令
第
十
号
）

第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
も
同
様
に
、
保
存
期
間
の
起
算
日
に
つ
い
て
明
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
財
務
省
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
法
令
等
に
基
づ
き
、
行
政
文
書
の
適
正
な
管
理
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


